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業務概要
「佐世保市上下水道料金・検針システム再構築業務仕様書」のとおりとします。

仕様書のダウンロード

本プロポーザルにおける契約額の上限は下記のとおりとします。提案額が下記の額
を超過した場合は失格とします。

令和８年度佐世保市業務委託（役務）登録業者名簿における業種ＮＯ１１３「シス
テム開発、システム機器等保守管理」に登録をされており、参加を希望される方に
パスワードを交付しますので、別紙１「パスワード発行申込書」を作成の上、巻末
に示す佐世保市水道局担当者へメールでご送付ください。その後、佐世保市水道局
よりメールにて、パスワードを通知しますので、佐世保市ホームページ内「佐世保
市からの調達情報掲示板」から仕様書のファイルをダウンロードし、パスワードを
入力のうえ仕様書を受領してください。

公募型プロポーザル実施に係る通知書

令和８年６月１１日

公募型プロポーザルを行いますので、下記のとおり通知します。

記

※「佐世保市からの調達情報掲示板」掲示場所：佐世保市ホームページ内の「総合
案内」⇒くらしナビ「事業者の方へ」⇒「佐世保市からの調達情報掲示板」

契約上限価格

再委託の可否　　　　　　可

業務名 佐世保市上下水道料金・検針システム再構築 業務

業務期間 契約締結日 令和１０年３月３１日

業務の全部を第三者へ再委託することは、できません。あわせて、佐世保市水道局
が許可した範囲に限ります。また、プレゼンテーション時に、再委託の内容等につ
いて、説明を行ってください。

あわせて、受託者決定後、契約締結前までに、佐世保市業務委託の契約事務に関す
る基幹要綱第３２条第２項に規定する様式３-１により、申請が必要となりますの
で留意してください。

佐世保市水道事業及び下水道事業管理者

３０９，８３０，９００

【内訳】

３０３，０００円（令和８年度：検証用検針機器）

３０９，５２７，９００円（令和９年度：その他構築業務一式）
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参加要件

ⅳ　審査委員会の委員が、提案者と利害関係がある。（佐世保市水道局が利害関係
があると判断した場合を含む。）

欠格要件②

ⅰ　審査委員会の委員が、提案者の役員や顧問等、経営又は運営に関与している。

参加要件

ⅳ　佐世保市物品調達暴力団排除要綱に基づく指名除外措置

ⅴ　下請代金等の未払い業者等に対する入札参加規制に関する事務処理要領（平成
２５年４月１日施行）に基づく入札参加規制

ⅲ　審査委員会の委員が、提案者と資本的関係又は人的関係（基幹要綱第１０条第
１項に規定する資本的関係又は人的関係をいう。）を有している。

本プロポーザルの参加要件は、下記の参加要件のすべてを満たすこととします。

ⅰ　入札参加資格申請の提出期限の期日以前６か月以内に、取引銀行において不渡
手形及び不渡小切手を出していない者であること。

ⅱ　審査委員会の委員が、提案者となる学術機関や研究室等に所属している。

欠格要件

ⅳ　施行令第１６７条の４第２項各号の規定に該当しない者であること。

ⅱ　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続き
開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の規定
に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更
生法の規定に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手
続き開始の申立てがなされた者であっても、手続き開始の決定後、経営事項審査等
を受け佐世保市へ入札参加資格審査申請書を再度提出し受理された者は、更生手続
きの開始又は再生手続きの開始がなされていない者とみなす。

欠格要件①

ⅱ　佐世保市が行う各種契約等からの暴力団排除要綱に基づく各種契約等からの排
除措置に基づく指名除外措置

ⅲ　佐世保市建設工事暴力団対策要綱に基づく指名除外措置

ⅲ　施行令第１６７条の４第１項各号の規定に該当しない者であること。ただし、
被補助人、被保佐人又は未成年者であっても契約締結のために必要な同意を得てい
る者は、入札に参加することができるものとする。

ⅴ　令和８年度佐世保市業務委託（役務）登録業者名簿における業種ＮＯ１１３
「システム開発、システム機器等保守管理」に登載されていること。

ⅰ　佐世保市入札参加資格者指名停止措置要領に基づく指名停止措置

ⅵ　ＪＩＳ Ｑ ２７００１やプライバシーマーク等の個人情報保護に関する認証を
取得していること。

参加要件に該当する方であっても、以下の欠格要件①又は欠格要件②のいずれかに
該当する、又は欠格要件③のいずれかに該当する場合は、本プロポーザルに参加で
きません。
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参加申請書

仕様書を確認し、本プロポーザルに参加を希望される方は、下記の期限までに別紙
２「参加申請書」を提出してください。

ⅲ　施行令第１６７条の４第１項各号の規定に該当する者。ただし、被補助人、被
保佐人又は未成年者であっても契約締結のために必要な同意を得ている者は、入札
に参加することができるものとする。

ⅳ　施行令第１６７条の４第２項各号の規定に該当する者

欠格要件③

ⅰ　入札参加資格申請の提出期限の期日以前６か月以内に、取引銀行において不渡
手形及び不渡小切手を出している者

ⅱ　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続き
開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の規定
に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者。ただし、会社更生法の規定に
基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続き開始の申
立てがなされた者であっても、手続き開始の決定後、経営事項審査等を受け佐世保
市へ入札参加資格審査申請書を再度提出し受理された者は、更生手続きの開始又は
再生手続きの開始がなされていない者とみなす。

参加資格の取り消し等

提案者の認定

提出書類

参加認定後に欠格要件に該当することが判明した場合は、参加認定を取り消すもの
とします。また、受託候補者となった後に欠格要件に該当することが判明した場合
は、受託候補者の資格を取り消し、契約を締結しません。

提出期限は、令和８年７月８日１７時００分までとします。

※参加申請書の提出がない場合は、提案書の提出及びプレゼンテーションへの参加
はできません。

参加要件を満たすことを証明する書類

ⅰ　ＪＩＳ Ｑ ２７００１やプライバシーマーク等の個人情報保護に関する認証を
取得していることがわかる書類の写し。※提出時点で有効な認証書の写しを提出す
ること。

参加要件を満たすことを証明する書類として、下記の書類を参加申請書と共に提出
してください。

提案者としての認定通知は、令和８年７月１５日までにメールにより通知します。
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ⅱ　質問はメールで行ってください。メール件名の頭に【公募質問】と付記してく
ださい。

ⅰ　質問期間は、令和８年６月２４日１２時００分までに別紙「質問書」にて行っ
てください。期日以後の質問は受け付けません。

ⅲ　回答方法はメールのみとし、電話での回答は行いません。

参加申請書を提出後、下記の要領にて提案書を作成し、期限までに提出してくださ
い。なお、提案書及び添付資料の作成に必要な経費は提案者負担とします。また、
審査後、提案書の返却は致しません。

ⅲ　持参又は郵送（配送記録があるもの）で提出してください。

辞退

提案者となった後に本プロポーザルを辞退する場合は、下記の期限までに辞退書を
提出してください。
なお、提案書提出期限までに提案書が提出されたなかったときは、当該提出期限を
もって提案者としての認定を取り消すものとします。

ⅱ　提出期限は、令和８年７月２２日１７時００分までとします。

提案書の提出等

プロポーザルに係る全体スケジュール

辞退書提出期限：令和８年７月２２日１７時００分まで

ⅰ　提案書の様式及び添付資料の綴り方等は別紙３のとおりとします。

ⅳ　質問回答は、令和８年７月３日までに参加申請書を提出された方全員にメール
により回答します。

別紙４のとおりとします。

仕様書及び本通知への質問
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ⅵ　全ての条件を満たす者であっても、一次審査の結果、上位２～３者程度を二次
審査の対象とします。

ⅲ　審査結果は、令和８年８月４日までに、メールにて、一次審査合格又は不合格
の結果について通知します。

次に掲げるとおり二次審査を実施します。

ⅰ　一次審査合格の通知を受けた提案者は、本局の指定する日時、場所にて、プレ
ゼンテーションをおこなってください。

プロジェクター、スクリーン、ＨＤＭＩケーブル（各１）及び電源を用意しま
す。

ⅳ　一次審査へ合格した場合に、二次審査の審査日程等の連絡を行います。

ⅴ　プレゼンテーションに必要な資機材のうち、下記の資機材は佐世保市水道局で
用意します。また、デモンストレーション等にネットワーク回線が必要な場合は、
提案者側において用意してください。

ⅵ　プレゼンテーション当日、天変地異等不測の事態が発生した場合は、審査委員
会の協議の上、後日プレゼンテーションの機会を設ける場合があります。

ⅱ　１者あたり４５分以内で提案内容に係るプレゼンテーション及びヒアリングを
実施します。（提案者数等に応じて別途調整予定。）

ⅳ　提案者が１者の場合であっても審査を行い、審査会において可否を採決して受
託候補を決定します。ただし、適切な提案がない場合には、受託候補者を選定せ
ず、プロポーザルの手続きを中止します。

ⅱ　一次審査では、提出された、様式１「仕様適合性確認表」、様式２-１「見積
書（構築業務費用）」、様式２-２「見積書（運用・保守業務費用）」、様式２-３
「見積書（水道標準プラットフォーム運用・保守業務費用）」及び様式２-４「見
積書（物品：保守費用）」に基づく書類審査を行います。審査に際して、記載事項
等の内容確認を行うため、Web会議等でのヒアリングを実施する場合があります。

ⅲ　現地でのプレゼンテーションへの参加人数は原則５人までとします。

ⅴ　一次審査合格の通知を受けたものは、二次審査の参加資格があるものとしま
す。

一次審査（書類審査）

二次審査（提案書及びプレゼンテーション審査）

次に掲げるとおり一次審査を実施します。

ⅰ　提案者から提出された資料をもとに、本件業務の審査委員会において一次審査
を行います。
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（特例による採点方法）

特例による採点

ⅵ　様式２-１から様式２-４の税込み見積額を合計した金額が、「佐世保市上下水
道料金・検針システム再構築業務仕様書」内の「１．（2）調達コストの目安等」
における「ライフサイクルコスト」を上回る場合、審査対象外とします。

　別紙６「採点方法」に示す算式及び乗率により算出し、「①提案評価に関する事
項」「②仕様適合性に関する事項」「③価格に関する事項」の評点の合計点のう
ち、最も高位の方（以下「最高得点者」という。）を受託候補者とします。ただ
し、下記「特例による採点」の基準に合致した場合は、これに示す方法により、受
託候補者を決定します。

　ねじれの対象者について、「①提案評価に関する事項」の委員点項目における委
員点の最高得点及び最低得点を除いた「①提案評価に関する事項」「②仕様適合性
に関する事項」「③価格に関する事項」の評点を合計し、最高得点となった方を受
託候補者とします。

通常の採点

ⅷ　適正基準点以上であっても、各委員の「①提案評価に関する事項」の採点にお
いて６割未満の採点を行った委員が１人でもいる場合は、受託候補者としない場合
があります。

ⅴ　「②仕様適合性に関する事項」において、「必須」項目に対応できない場合、
審査対象外とします。

ⅳ　適正基準点は「①提案評価に関する事項」の６割とします。適正基準点未満の
場合は受託候補者としません。

審査基準

ⅲ　審査項目及び配点は別紙５「評価票」のとおりとします。

採点方法

　最高得点者と順位点の合計（「①提案評価に関する事項」の委員点項目において
各委員が該当する提案者につけた順位の数の合計をいう。）が最も低位の者とが一
致しない場合（この場合の最高得点者と順位点の合計が最も低位な者を、以下「ね
じれの対象者」という。）は、下記の「特例による採点方法」により受託候補者の
決定を行います。

ⅰ　プロポーザルの審査評価及び選定は、佐世保市水道局職員で構成する審査委員
会が行います。

ⅱ　参加事業者の提案を総合的に審査するため、「①提案評価に関する事項」「②
仕様適合性に関する事項」「③価格に関する事項」の評価を行います。

ⅸ　上記ⅶ又はⅷに該当する場合であっても、審査委員会において審議し、業務履
行能力等に問題がないと判断された場合は、その者を受託候補者とするものとしま
す。

ⅶ　別紙５「評価票」に示す「①提案評価に関する事項」において、「評価レベル
１」以下と評価された審査項目が１つでもあった場合は、原則失格とします。
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⑴
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２１

２２

２３

２４

同点となった場合の取り扱い

次点候補者の繰り上げ

通常の採点により同点となった場合

特例による採点により同点となった場合

ⅰ　順位点の合計（「①提案評価に関する事項」の委員点項目において各委員が該
当する提案者につけた順位の数の合計をいう。）が最も少ない方を受託候補者とし
ます。

　「①提案評価に関する事項」における評価レベル５の数が多い方を受託候補者と
します。これによっても同点の場合は評価レベル４の数、これによっても同点の場
合は評価レベル３の数により決定します。なお、評価レベル３によっても同点の場
合はくじにより決定します。

最終提案書の提出後の翌日から起算して５日以内（佐世保市の休日を定める条例
（平成２年条例第２２号）第１条第１項各号に規定する市の休日を含まない）に契
約締結を行います。ただし、契約締結には、下記の契約保証金の納付、又は契約保
証金の免除の要件のいずれかを満たす必要があります。

ⅱ　ⅰによっても同点となる場合は、「①提案評価に関する事項」における評価レ
ベル５の数が多い方を受託候補者とします。これによっても同点の場合は評価レベ
ル４の数、これによっても同点の場合は評価レベル３の数により決定します。な
お、評価レベル３によっても同点の場合はくじにより決定します。

受託候補者が契約を締結しなかった場合は、一回に限り、次点となった方を受託候
補者とすることとします。ただし、次点となった方が適正基準点未満であった場合
は繰り上げを行わないものとします。

受託候補者への通知

令和８年９月上旬から中旬までにメールにより通知します。なお、受託候補者に選
定されなかった方へは通知をいたしませんのでご了承ください。

最終提案書

受託予定者となられた方は佐世保市水道局担当者と協議を行い、協議内容を反映し
た最終提案書（仕様適合性確認表を含む）を作成してください。なお、最終提案書
の提出期限は、協議時に佐世保市水道局担当者から通知します。

契約の締結
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２５

２６

ⅰ　上記に記載していない事項であっても、佐世保市水道局の判断により問題があ
ると判断した場合は参加資格の取り消しや、契約を締結しない場合があります。

その他

以　上

ⅱ　佐世保市水道局に提出したプロポーザルに係る資料等や採点結果は、佐世保市
情報公開条例に照らし合わせ、申請人に不利益となる情報とならないと判断した場
合、必要に応じて公開する場合があります。

ア　保険金の受取人を佐世保市水道事業及び下水道事業管理者とすること。

イ　保険金が、契約総額（消費税及び地方消費税を含む。）の１０％以上であ
ること。

TEL ０９５６-２５-９６６９

FAX ０９５６-２５-９６８７

suieig@city.sasebo.lg.jpMail

佐世保市水道局経営管理部営業課　　

担当者 中原、北里

ウ　保険証書の原本を佐世保市水道局へ提出すること。

※履行保証保険は民間の損害保険ですので、佐世保市水道局での斡旋等は
行っておりません。加入方法等については損害保険会社へ直接問い合わせて
ください。

下記の要件すべてを満たすことが必要です。

契約保証金

ⅱ　契約保証金の免除について

ⅰ　契約保証金について
契約の締結には契約保証金が必要です。契約保証金は、最終提案書の提出後の翌日
から起算して５日以内（佐世保市の休日を定める条例（平成２年条例第２２号）第
１条第１項各号に規定する市の休日を含まない）に、佐世保市水道局が発行した納
付書により納付してください。
なお、下記の契約保証金の免除の要件に該当する場合は、契約保証金の免除をする
ことができますので、ご希望の方は佐世保市水道局担当者へ申し出てください。

履行保証保険への加入による免除の要件

下記に該当する場合は契約保証金を免除します。契約保証金の免除を希望される方
は、最終提案書の提出後の翌日から起算して５日以内（佐世保市の休日を定める条
例（平成２年条例第２２号）第１条第１項各号に規定する市の休日を含まない）に
下記の要件を満たすことを証明する書類（保険証書）を提出してください。
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